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５年程前、思いがけなく機械式時計に惹かれた。
それまでは、時計は時間が正確でありさえすれば
いいものであると思っていたので、特別なこだわ
りは無く、正確で、腕に負担のかからない軽いも
のということで、皮バンドのクオーツ時計をずっ
と使っていた。ところが５年前のある日、自宅近
くの書店で何気なく手にした雑誌に載っていた手
巻きの機械式時計に目が留まった。シンプルイズ
ビューティフルという言葉がそのまま当てはまる
ような時計であった。その時計の値段が充分に手
の届く範囲であったということもあり、程なくそ
の時計を手に入れた。そして、それ以来、機械式
時計に魅了されることとなった。
機械式時計の良いところを挙げてみると、�放

っておくと止まってしまうが、手で巻くなど、人
の手を必要とする分、愛着がわく。�正確さは、
クオーツ時計とは比べようもないが、手動で毎朝
時間を合わせるマニュアル感覚が良い。�デザイ

ンが個性的なものが多い。�時計の裏蓋がガラス
でシースルーバックになっているものは、内部の
精密機械が動く様子がみることができて楽しい、
などを挙げることができる。
一方で、機械式時計は、定期的にオーバーホー

ルをする必要があり費用は嵩む、重い、時間は１
日十数秒狂うので、合理的に考えると所有する理
由は希薄になるのだが、『ちっちっちっ』と柔らか
い音を刻みながら、歩を進める秒針を見ていると、
電子の時代に細いゼンマイの力だけを頼りに動い
ているその姿にはある種健気さを感じるとともに、
時間に追われる忙しい毎日、耳に当ててその音を
聞いていると、何か妙に落ち着いた気分にさせて
くれるので、私にとって貴重なものとなっている。

第一中央汽船株式会社 総務グループ
次長 裏 啓史

編集委員名簿
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川崎近海汽船 総務部課長代理 酒矢 雅久

川 崎 汽 船 IR�広報グループ

情報広報チーム長 高山 敦

日 本 郵 船 調査グループ

グループ長代理兼調査チーム長 宮本 佳亮
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三 光 汽 船 社長室専任室長 近 寿雄

三 洋 海 運 総務部副部長 荒井 正樹
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編 集 後 記
この原稿を書いている時点ではオリンピック開催

中です。金メダルを見事に獲得し、皆から絶賛され
る選手がある一方で、目標に及ばなかった選手もあ
ります。テレビを観ていて、泰国出身の妻が言うこ
とには「日本（人）はいいなぁ」でした。何のことか
と思いきや、目標に及ばなかった選手に対して温か
い視線であるとのこと。これが泰国であれば負けた
選手が帰国すると大変な目に遭うそうで「相手から
賄賂を貰ったな」などと根も葉もないことまで言わ
れるそうです。逆に考えるとそれだけ国民の期待を
一身に負っていたと言えますが、表象は違えども日
本も以前は同様でありました。しかし現在ではガラ
リと変っています。社会環境の変化でしょうか……。
ところで、環境の変化に応じて選手の考えも変っ

てきていると思いますが、だからといって以前に比
べてモチベーションが低いわけではなく、金メダル
を目指して日夜練習に励んでいます。でもそれは往
年とは違った価値観によるものなのかも知れません。
翻って次世代の人材確保が課題となっておりますが、
若い方々の価値観で海運のどんなところに魅力を感
じるか、ひょっとして、往年とは違った発想もある
のかな…と思ったりするのでした。 （た）
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トン数標準税制導入の過程で、交通政策審議会

等の場に於いて、日本海運の現状、課題が総点検

された。順調な経営に見えても燃料高や為替の変

動脅威に常にさらされる外航海運、燃料高を吸収

できず赤字を余儀なくされている内航海運双方に

とって、もう一つの大きな問題として、船員に関

わる諸問題とそれに的確に対応する必要性があげ

られている。外航海運に於いては、絶え間ない円

高の流れに対し昭和４０年代後半以降日本人船員の

削減が進み、現在では、日本商船隊乗組員の９０数

％を外国人が占め、いわばグローバル化が完璧に

実現している世界である。今更日本人船員の少な

さに驚いてもしかたがないが、その数２，６５０人とピ

ーク時の５％弱という現実を前に、海運企業の経

営上、安全�安定運航を支える技術力の確保とそ

の伝承の観点から将来に不安を残し、ひいては国

家経済安全保障の点からも看過できずとして、船

員増の必要性が提言された。一方、内航海運に於

いては、少子高齢化の進展と労働環境�条件が陸

上に比し魅力に乏しいことなどを理由に、船員供

給が細くなり、将来の事業継続に大きな不安を残

すとして、中長期的な対策の必要性が強く提言さ

れている。

このような状況から、当協会では船員確保タス

クフォースを立ち上げ、質量両面の日本人船員の

維持拡大策の検討に入っている。その第一歩とし

て、過日、現在船員教育に携わっている、大学・

商船高等専門学校・海技教育機構等の船員教育機

関の先生方に集って頂き、意見交換会を開催した。

様々な角度から率直な意見が披露されたが、あえ

て要約すると、程度の差こそあれ、船員教育の場

は大変厳しい状態にあり、このままでは、日本海

運界に必要十分な人材を送り出すことは難しい、

というものであった。海運各社が自らの生き残り

を賭けて戦うさ中、人件費を含めあらゆるコスト

を削減せざるを得ない事情はあったとしても、若

人の就職の入り口を絞ったこと、少子化の時代に

親から離れ何ヶ月も洋上生活を強いられることを

嫌う親子の心情、陸の世界で比較的安易に生活の

場を見出せる道があることなど、海運界および日

本の社会の諸事情を反映して、船員志望者の減少

を招いている状況を改めて認識させられた。

また、進路を決める前に、海に携わる船員の魅

力とそこから生まれる具体的な報酬、更には将来

の人生設計の青図など物心両面でのPRの不足な

ど異口同音に指摘された。そのような指摘は格別

耳新しいものではなく、先生方にとっては、言い

飽きたものであるようだが、改めて真摯に受け止

め誠実に対応すべき提言にあふれたものと感じた。

救いの一つは、意見を述べる先生方に現状を第三

者的に眺めておられる方がいなかったことである。

厳しい現実を前にして、怯むことなく、教えるこ

とに情熱と喜びを感じている先生が大多数であっ

た。トン数標準税制の成立を契機に、船員教育の

現場に再び勢いをとり戻すためにも、この先生方

の努力になんとか応えなくてはならないと思いな

がら会議を終えた。

日本人船員（海技士）の
確保・育成
日本船主協会 副会長（常勤） 飯塚 孜
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トン数標準税制�
―海事分科会答申、基本方針取りまとめる―

トン数標準税制（以下、トン数税制）に関する

改正海上運送法等（附則の改正租税特別措置法を

含む）については、去る５月３０日に成立、６月６

日に公布され（本誌２００８年６月号Ｐ．２参照）、７月

１７日に施行された。

また、改正海上運送法等の関連政令および一部

の省令（施行規則）についても行政手続法に基づ

くパブリックコメント（意見の公募）等を経たう

えで同日施行され、残された省令および租特の省

令については７月３１日施行された。

国土交通大臣の「日本船舶及び船員の確保に関

する基本方針」（以下、基本方針）については、７

月１７日に開催された交通政策審議会第１７回海事分

科会（【資料１】参照）において審議のうえ取りま

とめられ、７月３１日に告示された。また、認定基

準については、パブリックコメント等を経て取り

まとめられ、７月３１日に通達が出された。

海事分科会の概要は以下の通り。

１．海事分科会（懇談会）

第１７回海事分科会に先立ち、去る６月２３日に海

事分科会懇談会（議長（分科会長代理）：杉山雅洋

・早稲田大学大学院商学学術院教授）が開催され、

基本方針等につき意見交換が行われた。

当協会からは前川弘幸会長が出席し、はじめに

改めて海事局をはじめとする関係者への謝意を表

明した後、基本方針等の整備に際しては、先の衆

参両院の国土交通委員会において採択された「附

帯決議」の考え方に沿い、国際的な競争条件の均

衡化のため更なる制度改善に努めること、申請者

の過度の負担にならないようにすること等、適切

に対応願いたい旨発言した。また、日本籍船の増

加については、今後承認試験の簡素化等の課題が

解決されれば増加するであろうと見込んでいるこ

と、日本人海技者の増加については、優秀な学生

が一人でも多く応募してもらえるようトン数税制

の要件のひとつでもある訓練をしっかり行い、加

えて「人材確保タスクフォース」を立ちあげ、全

力を挙げ対応したい旨説明した。

２．第１７回海事分科会

平成２０年７月１７日に題記分科会（議長（分科会

長）：杉山武彦・一橋大学学長）が開催され、基

本方針の審議が行われ、原案の修正なく答申とし

て取りまとめられた（【資料２】参照）。また、船

員中央労働委員会の廃止に伴い、当該委員会が担

っていた調査審議機能を引き継ぐと共に船員政策

全般に関する調査審議を行う機関として海事分科

会の下に「船員部会」を設置することについても

審議され、異議なく承認された。

当協会からは前川弘幸会長が出席し、「人材確保

タスクフォース」が予定どおり立ち上がり、現在、
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「日本人海技者を確保するための広報活動や教育

機関との連携」および「承認試験の簡素化等の改

善を求めるための活動」等について鋭意検討を開

始していること等を報告した。

（企画部：宇佐美）

【資料１】

交通政策審議会海事分科会委員名簿

平成２０年７月１７日

（敬称略、五十音順）

分 科 会 長 杉山 武彦 一橋大学学長

同 代 理 杉山 雅洋 早稲田大学大学院商学学術院教授

委 員 浅野正一郎 国立情報学研究所教授

松田 英三 前読売新聞論説委員

宮下 正美 全日本交通運輸産業労働組合協議会議長

宗岡 正二 （社）日本鉄鋼連盟会長

山村レイコ エッセイスト・国際ラリースト

臨 時 委 員 秋山 昌廣 （財）シップ・アンド・オーシャン財団会長

荒木 幹夫 日本政策投資銀行副総裁

今津 隼馬 国立大学法人東京海洋大学理事・副学長

上野 孝 日本内航海運組合総連合会会長

大内 博文 （社）日本船舶機関士協会会長

河野真理子 早稲田大学法学部教授

來生 新 国立大学法人横浜国立大学副学長

田� 雅元 （社）日本造船工業会会長

藤澤 洋二 全日本海員組合組合長

前川 弘幸 （社）日本船主協会会長

松尾 正洋 経済ジャーナリスト

村木 文郎 （社）日本旅客船協会会長

森本 靖之 （社）日本船長協会会長

【資料２】

日本船舶及び船員の確保に関する基本方針

安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶の確保、これに乗り組む船員の育成及び確保そ

の他これらに関連する措置（以下「日本船舶及び船員の確保」という。）に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため、海上運送法（昭和２４年法律第１８７号。以下「法」という。）第３４条第１項に基づき、

国土交通大臣は、本基本方針を定める。

１．日本船舶及び船員の確保の意義及び目標に関する事項

� 日本船舶及び船員の確保の意義

� 外航日本船舶の確保並びに外航日本人船員の育成及び確保の意義

四面を海に囲まれた我が国において、輸出入貨物の９９．７％の輸送を担う外航海運は、我が国経済、

国民生活を支えるライフラインとして極めて重要である。また、本邦外航海運事業者は、我が国の

国際海上輸送の約６０％、特に輸入については約６５％を分担する主たる輸送の担い手であり、安定的
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な輸送を確保し、我が国産業界の国際活動、国民生活の維持向上を図る上で不可欠の存在である。

この輸送の基盤である外航日本船舶及び外航日本人船員は、我が国の管轄権・保護の対象であり、

経済安全保障の観点から平時より一定規模確保することが必要であるとともに、海上輸送の安全の

確保及び環境保全、海技の世代間の安定的伝承等の観点から重要である。

しかしながら、世界単一市場たる外航海運分野における国際競争が激化する中、我が国外航海運

においては、円高等によるコスト競争力の喪失から、安定的な国際海上輸送の核となるべき外航日

本船舶は、最も多かった昭和４７年の１，５８０隻から平成１８年には９５隻へ、外航日本人船員は昭和４９年の

約５万７０００人から平成１８年には約２６００人へと極端に減少しており、極めて憂慮すべき事態となってい

る。

このため、国際競争条件の均衡化に加え、外航日本船舶及び外航日本人船員の計画的増加につい

て外航海運事業者の自発的な取組みを促すための環境を整備し、外航日本船舶の確保並びに外航日

本人船員の育成及び確保を図ることにより、安定的な国際海上輸送を確保することは、大きな意義

がある。

� 内航船員の育成及び確保の意義

内航海運は国内貨物輸送の約４割、産業基礎物資の約８割の輸送を担うとともに、国内海上旅客

輸送は年間約１億人が利用しており、極めて重要な輸送機関である。また、地球温暖化対策に対す

る取り組みが求められる中、中・長距離フェリーや貨物船は、環境に優しい物流を目指す陸上から

海上へのモーダルシフトの担い手として、極めて高い公共性を有している。これら貨物・旅客双方

の内航海運の重要性を考慮すると、その人的基盤である内航船員の意義・必要性は論をまたない。

しかしながら、内航船員については、船舶の大型化による運航効率の向上と運航技術の進歩に伴

い漸減傾向にあり、現在雇用の需給は概ね均衡しているが、一部地域等においては内航船員不足の

状況が顕在化しており、また、４５歳以上の内航船員の占める割合が６４％に上る等高齢化の著しい進

展、後継者不足等により、近い将来、内航船員不足の深刻化が強く懸念されている。

このため、内航船員の計画的な育成及び確保について内航海運事業者の自発的な取組みを促すた

めの環境を整備し、内航船員の育成及び確保を図ることにより、安定的な国内海上輸送を確保する

ことは、大きな意義がある。

� 日本船舶及び船員の確保の目標

� 安定的な国際海上輸送を確保するためには、平成１９年１２月の交通政策審議会答申において、外航

日本船舶及び外航日本人船員の必要規模を試算したところ、外航日本船舶は約４５０隻、外航日本人船

員は約５，５００人とされた。一方、外航日本船舶及び外航日本人船員の現状規模を踏まえれば、これら

の必要規模を短期間で達成することは困難であることから、当面の取組みとして、外航日本船舶の

隻数を平成２０年度からの５年間で２倍に、外航日本人船員の人数を１０年間で１．５倍に増加させること

を目標とする。

� 安定的な国内海上輸送を確保するためには、平成１９年１２月の交通政策審議会答申において、内航

船員の将来見通しを試算したところ、５年後に約１，９００人、１０年後には約４，５００人程度の船員不足が生

じる可能性があるとされた。このため、５年後、１０年後にこれらの船員不足が生ずることのないよ

う内航船員の育成及び確保を図ることを目標とする。

２．日本船舶及び船員の確保のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

我が国の海運の置かれた状況にかんがみると、海洋基本法の施行も受け、外航海運においては外航日

本船舶の確保並びに外航日本人船員の育成及び確保が、内航海運においては内航船員の育成及び確保が

必要であり、以下のとおり、これらに対処するための施策を実施する必要がある。

� 日本船舶・船員確保計画認定制度の適切な実施

今般、法において、船舶運航事業者等が基本方針に即して日本船舶・船員確保計画（以下、「計画」
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という。）を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができることとし、当該認定を受けた対外船

舶運航事業者に対するトン数標準税制の適用等の支援措置を設けたが、同認定制度の適切な実施を確

保することにより、日本船舶及び船員の確保を図ることが必要である。

このため、計画の認定に当たっては、本基本方針に従って日本船舶及び船員の確保が図られる計画

である旨を審査するとともに、認定計画に従った措置の実施状況について的確に把握し、必要な措置

を講じていない場合には勧告や認定の取消しを行うこと等により、認定制度の適切な実施を確保する。

� トン数標準税制の導入

本邦対外船舶運航事業者と外国の対外船舶運航事業者との間の国際的な競争条件の均衡化を図るこ

とに加え、外航日本船舶及び外航日本人船員の計画的増加を図るため、外航海運市場において世界標

準とも言うべきトン数標準税制を導入することにより、安定的な国際海上輸送を確保する。

トン数標準税制の適用対象を外航日本船舶とすることにより、対外船舶運航事業者による外航日本

船舶の増加のインセンティブを高めるとともに、計画認定の申請時期を平成２２年１月３１日までに限定

することにより、計画への早期着手を促進する。

� 内航船員の育成及び確保に関する予算措置の導入

内航船員の高齢化の進展により著しい船員不足が見込まれるなど、内航船員の育成及び確保が喫緊

の課題となっていることから、船員を集め、育て、キャリアアップを図り、陸上海技者への転身を支

援するとともに、海事地域の振興を図るための予算措置を講じ、船員の育成及び確保に積極的な船舶

運航事業者等を支援する。

具体的には、�内航海運業界のグループ化を通じた船員の計画的な育成及び確保や、�資格取得を
通じた採用ニーズに即した人材の育成、�退職自衛官、女性などの新たな船員供給源からの船員の育
成及び確保等、船員の育成及び確保策に計画的に取り組む事業者にインセンティブを付与する観点か

ら、支援措置を講じる。

� 非常時における輸送体制の確保

国内で事故、災害等が発生した際に国内の他の地域や外国から緊急物資を輸送する場合や、外国で

災害、治安悪化等が発生した際に邦人を安全な地域に輸送する場合等、非常時においても安定的な海

上輸送の確保を図ることが必要である。

このように、航海が公共の安全の維持のために必要である場合において、自発的に当該航海を行う

者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し、航海命令を行う。国際輸送に

おいては、トン数標準税制の適用を受けている対外船舶運航事業者の外航日本船舶について優先的に

適用する。なお、いわゆる有事及び周辺事態における海上輸送は、有事法制及び周辺事態法制に基づ

く措置により対応することが適当であり、海上運送法の航海命令は有事等の輸送を対象とするもので

はない。

航海命令を発動する場合には、当該航海に従事する船舶及び船員の安全の確保に配慮するものとす

る。

� 多様な養成課程による船員の育成及び確保

今後、船員不足が予想される中、船員の育成及び確保を円滑に進めるためには、現時点では想定さ

れていないような新たな養成課程を含め、船舶運航事業者等の自主的な取り組みによる計画的で多様

な養成課程を柔軟に認めていくことが必要である。このため、多様な養成課程による海技資格取得を

柔軟に認めていくことにより、積極的に船員の育成及び確保を行う事業者を支援する。

� その他

我が国においては、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、これまで、本邦外航海運事業者の国

際競争力の確保や日本船舶の確保並びに日本人船員の育成及び確保を図るための諸施策を講じてきて

いる。これらについて、今後も諸外国の動向等も踏まえ、更なる制度改善について検討する。
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３．船舶運航事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項

� 外航海運事業者が講ずべき措置

本邦外航海運事業者は、単一の国際市場で激しい競争を繰り広げているが、自ら国際競争力を維持

・強化し、今後とも質の高いサービスを安定供給することが求められている。また、本邦外航海運事

業者は、外航日本船舶及び外航日本人船員を確保する主体として、計画認定制度を活用し、外航日本

船舶の増加や外航日本人船員の採用増（中途採用、退職者等の積極活用を含む。）、訓練の充実等に努

力すべきである。外航海運業界は、業界の総意として、外航日本船舶を今後５年間で２倍程度となる

よう全力で対応するとともに、外航日本人船員（海技者）を今後１０年間で１．５倍程度という目標を掲げ、

全力で努力する旨を表明しており、その実現に向けた取り組みが期待される。また、外航海運事業者

は、業界の目標を踏まえつつ、具体的な計画を作成することが必要である。さらに、外航日本人船員

（海技者）確保・育成スキームの活用による積極的採用、外航海運事業者自らの船舶を用いた乗船実

習（社船実習）の推進等外航日本人船員の育成及び確保のための体制整備を行うことが必要である。

� 内航海運事業者が講ずべき措置

内航船員の高齢化が著しく進展し、今後は外航海運や漁業分野からの経験豊富な即戦力となる船員

の参入に多くは期待できないことも踏まえ、内航海運事業者は、船員未経験者等の採用を促進し、自

ら積極的にキャリアアップのための教育訓練を実施することが求められている。また、内航海運事業

者は、内航船員を育成及び確保する主体として、計画認定制度を活用し、�内航海運業界のグループ
化を通じた内航船員の計画的な育成及び確保や、�資格取得を通じた採用ニーズに即した人材の育成、
�退職自衛官、女性などの新たな船員供給源からの内航船員の育成及び確保等に努力するべきである。
本制度の活用を含め、個々の内航海運事業者において、船員を育成し、確保を図る具体的な取組み

をこれまで以上に積極的に実施することが期待される。

４．計画の認定に関する基本的な事項

� 認定の申請に当たっての基本的事項

� 申請者

� トン数標準税制の適用を受けようとする場合にあっては、対外船舶運航事業者であること。

� �の場合以外の場合にあっては、船舶運航事業者等（日本船舶及び船員の確保を行おうとする
船舶運航事業者、船舶貸渡業者、船舶管理会社その他の者をいう。）であること。

� 計画期間

� トン数標準税制の適用を受けようとする場合にあっては、認定申請日を含む事業年度の翌事業

年度の開始の日から５年であること。

� �の場合以外の場合にあっては、認定申請日を含む年度の翌年度の開始の日から３年以上５年
以下であること。

� 申請時期

� トン数標準税制の適用を受けようとする場合にあっては、計画期間の開始の２ヶ月前まで。

� �の場合以外の場合にあっては、計画期間の開始の１ヶ月前まで。
ただし、法第３６条に規定する船員職業安定法の特例の適用を受けようとするときは、計画期間

の開始の４ヶ月程度前に申請すること。

� 計画の認定基準に関する基本的な事項

� 基本方針への適合性（第１号基準）

� トン数標準税制の適用を受けようとする場合にあっては、事業内容に応じて外航日本船舶及び

外航日本人船員を計画的に増加し、外航日本人船員の計画的な養成を図る計画であるかどうかを

１）及び２）に基づき判断する。

１）外航日本船舶の計画的な確保に関する基準
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外航日本船舶の隻数について、５年間の計画期間内に２倍以上に増加させる計画であること。

２）外航日本人船員の計画的な育成及び確保に関する基準

イ 外航船舶を運航する上で必要となる資格である３級海技士免許の取得に必要な乗船履歴を

取得させるための養成を申請者自ら行う（費用を支弁して第三者に委託して行う場合を含む。）

計画であること。

ロ 外航日本人船員について、外航日本船舶の隻数に応じた人数を計画的に養成する計画であ

ること。

ハ 外航日本人船員について、外航日本船舶の隻数に応じた人数を確保する計画であること。

ニ 外航日本人船員が減少しない計画であること。

ホ 外航日本人船員の採用増（中途採用、退職者等の積極活用を含む。）、訓練の充実等に資す

る具体的な措置を行う計画であること。

� �の場合以外の場合にあっては、船員（内航又は外航船員に限る。以下�において同じ。）を計
画的に採用し、計画的に訓練し、キャリアアップを図る計画であるかどうかを１）及び２）に基

づき判断する。

１）船員教育機関を卒業した者のうち船員としての経験がない者、船員教育機関を卒業した者以

外の者のうち新たに船員になろうとする者、女性であって船員（運航要員に限る。）になろうと

する者又は退職自衛官のいずれかについて、採用及び訓練（退職自衛官等の船員経験者を計画

的に採用する場合であって、採用後にキャリアアップのための訓練を実施する必要がない場合

を除く。）を行う計画であること。

２）次のいずれかに該当する計画であること。

イ グループ化の促進に係る事業

グループ化を通じて、船員教育機関を卒業した者のうち船員としての経験がない者、船員教

育機関を卒業した者以外の者のうち新たに船員になろうとする者のいずれかを計画的に採用

し、かつ、採用後に訓練を計画的に実施する計画であること。

ロ 船員の資格取得促進に係る事業

船員教育機関を卒業した者のうち船員としての経験がない者、船員教育機関を卒業した者以

外の者のうち新たに船員になろうとする者のいずれかを計画的に採用し、これらの者が業務

に従事する上で必要となる資格の取得のための訓練を計画的に実施する計画であること。

ハ 新規供給源からの採用促進に係る事業

新規供給源から船員を計画的に採用し、かつ、採用後に事業内容に応じて必要な訓練（退職

自衛官等の船員経験者を計画的に採用する場合であって、採用後にキャリアアップのための

訓練を実施する必要がない場合を除く。）を計画的に実施する計画であること。

ニ 船員の計画雇用促進に係る事業

退職予定船員数や予備船員数の状況等を踏まえ、事業を円滑に実施するため、船員教育機

関を卒業した者のうち船員としての経験がない者を計画的に採用し、かつ、採用後に上級資

格の取得その他の訓練を計画的に実施する計画であること。

� 確実かつ効果的な実施可能性（第２号基準）

申請者の事業規模等を勘案して、計画に記載された資金の額及び調達方法が適切であるかどうか

を判断する。また、当該資金の額、計画の実施体制等にかんがみ、トン数標準税制の適用を受けよ

うとする場合にあっては、外航日本船舶の確保並びに外航日本人船員の育成および確保が、その他

の場合にあっては、船員の採用及び訓練が、確実かつ効果的に実施される見込みがあるかどうか等

を判断する。

� 計画期間（第３号基準）

��に同じ。
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� 船員職業安定法の特例（第４号基準）

法第３５条第３項第４号に定めるとおりとする。

� トン数標準税制の適用 （第５号基準）

法第３５条第３項第５号に定めるとおりとする。

� その他

更なる詳細については、本基本方針を踏まえ、計画の認定に関する基準として別に定めるところ

による。

� 計画の記載事項

計画の記載事項は、法第３５条第２項に定めるとおりとする。

� 計画の再認定

計画の認定を受けた者は、計画期間が終了する場合において、再度計画を作成し、その認定を

申請することができる。トン数標準税制の適用を再度受けようとする場合は、認定計画の最終年

度であって、計画期間の終了の２ヶ月前までにその認定の申請を行うものとする。国土交通大臣

は、認定計画に従って外航日本船舶の確保並びに外航日本人船員の育成及び確保を実施している

か否かを評価した上で、認定を行うこととする。

� 計画の勧告及び取消しに関する基本的な事項

認定事業者が正当な理由がなく認定計画に従って日本船舶及び船員の確保を行っておらず、又

は行わないおそれがあると認められるときは、国土交通大臣は、必要な措置を講ずべきことを勧

告することができる。さらに、当該認定事業者が当該勧告に従い必要な措置を講じなかったとき

は、その認定を取り消すことができる。

この場合において、トン数標準税制の適用を受けている認定事業者については、租税特別措置

法に基づき、減税額相当分の取り戻しが行われる。

５．関係者の協力

近い将来、高齢化の進展等による船員不足の深刻化が確実視される中、今後、若年船員を安定的かつ

計画的に確保し、円滑に海技の伝承を行って世代交代を進める必要性は高い。

このためには、青少年の海への関心を高めるための広報活動も含め、海事産業全体として人材の育成

及び確保に向けた取組みについて関係者間の連携強化を図る必要がある。例えば、平成１９年１０月に設置

された「海事産業の次世代人材育成推進会議」を活用し、官民が一体となって海事広報活動に戦略的に

取り組むことが必要である。また、平成２０年に開始される海洋に関わる幅広い分野での功績を挙げた者

を内閣総理大臣が表彰する「海洋立国推進功労者表彰」を活用し、国民の海への関心を高めることが必

要である。さらに、海事産業が集積する地域において、地域における様々な関係者が連携して海事関係

の人材確保・育成に取り組む場合に、国も共同事業実施主体として参画し、地域の特性を活かした「海

のまちづくり」を推進する。

６．日本船舶及び船員の確保に関する施策の評価の実施

安定的な海上輸送を継続的に確保していくためには、国際的な競争条件の均衡化を図ることに加え、

日本船舶及び船員の確保を図ることが重要であることにかんがみ、２．に掲げる諸施策の効果を検証する

とともに、今後も諸外国の動向等を踏まえ、我が国における施策の充実・強化の是非を不断に検討する

必要がある。

このため、毎年度、施策の実施状況について交通政策審議会海事分科会に報告することとする。また、

日本船舶及び船員の確保の施策の効果について適当な時期において評価することとし、必要があると認

めるときは、今後、新たな制度的枠組みについて検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

S H I P P I N G F L A S H
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１

国際会議レポート

ECDISの搭載強制化、合意される
―IMO第５４回航行安全小委員会（NAV５４）の模様―

国際海事機関（IMO）の第５４回航行安全小委員

会（NAV５４）が、ロンドンにおいて、６月３０日よ

り７月４日まで開催され、電子海図情報表示装置

および航海当直警報装置の搭載強制化等に関する

審議が行われた。審議の概要は以下のとおり。

１．電子海図情報表示装置（ECDIS）の搭載要件の

検討

２００６年５月開催の第８１回海上安全委員会（MSC

８１）においてデンマークおよびノルウェーから提

案があり、ECDISの搭載要件の検討が開始された。

NAV５２（２００６年６月）および NAV５３（２００７年７月）

において、電子海図の普及状況を踏まえ、搭載強

制化の是非について審議されたが合意が得られず、

NAV５４にて再度審議されることとなっていた。

今次会合では、ノルウェーおよび英国から同装

置の搭載強制化と対象船舶および適用開始日に関

する提案文書がそれぞれ提出され、多数の代表団

が英国提案を支持した。

一方、既存船は総トン数１０，０００トン以上の船舶

に適用すること、および搭載強制化までに十分な

猶予期間を設けるべきとの日本は主張したが、審

議の結果、タンカーは総トン数３，０００トン以上に適

用されることとなった。また、ECDIS の搭載を強

制化する SOLAS条約第５章の改正案が合意され

MSC８５（２００８年１１月）に送付し承認を求めること

となった。

なお、ECDIS の搭載強制化に伴い、船員の教育

訓練等、紙海図から電子海図への移行にあたり各

国が留意すべき事項を記載したガイダンスを作成

することとなった。

〈ECDISの搭載要件〉

� 新造船

旅 客 船：総トン数５００トン以上、２０１２年７月１

日以降建造船

タンカー：総トン数３，０００トン以上、２０１２年７月

１日以降建造船

貨 物 船（タンカー以外）：総トン数１０，０００トン

以上、２０１３年７月１日以降建造船

海運ニュース
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貨 物 船：総トン数３，０００トン以上１０，０００トン未

満、２０１４年７月１日以降建造船

� 既存船

旅 客 船：総トン数５００トン以上、２０１４年７月１

日以降の最初の安全設備検査までに

搭載

タンカー：総トン数３，０００トン以上、２０１５年７月

１日以降の最初の安全設備検査まで

に搭載

貨 物 船（タンカー以外）：総トン数５０，０００トン

以上、２０１６年７月１日以降の最初の

安全設備検査までに搭載

〃 ：総トン数２０，０００トン以上５０，０００トン

未満、２０１７年７月１日以降の最初の

安全設備検査までに搭載

〃 ：総トン数１０，０００トン以上２０，０００トン

未満、２０１８年７月１日以降の最初の

安全設備検査までに搭載

※ECDISの搭載が要求される最初の日から２年以内に廃

船される船には、同装置の搭載は要求されない。

２．航海当直警報装置（BNWAS : Bridge Naviga-

tional Watch Alarm System）

居眠り等の航海当直者の異常を感知し船長等に

知らせることにより、事故を未然に防ぐことを目

的とするBNWASの搭載強制化は、MSC８１（２００６

年５月）においてデンマークより提案があり検討

が開始された。NAV５３（２００７年７月）では、デン

マークより自国籍船に搭載したところ非常に高い

評価があったとの報告が紹介され、既存船を含む

総トン数１５０トン以上の全船舶に搭載強制化を求め

る SOLAS条約改正提案が提出された。しかし、適

用船舶の対象範囲等強制化の前に更なる検討を要

する事項があるとのことから NAV５４にて再度審議

されることとなった。

今次会合においては、同装置の搭載強制化を主

張するデンマークに対し、圧倒的多数の国が支持

を表明した。日本は、２名当直体制の船舶には同

装置は不要であることを提案したところ、ウクラ

イナ、バハマおよび韓国から支持を得たが、２名

当直体制か１名当直体制であるか確認することは

困難であるとの理由により、同提案は受け入れら

れなかった。

審議の結果、次のとおり BNWASを強制化とす

るSOLAS条約改正案が合意され、MSC８５（２００８年

１１月）に承認のため送付されることとなった。

既存船に対する適用日について、日本は改正条

約発効後の最初のドライドック時とするよう主張

したが、他の SOLAS条約第５章の規定との整合性

を図る観点から、最初の安全設備（SE）検査までと

することとなった。また、同装置の性能基準（MSC．

１２８（７５））を完全に満足していない装置が既存船

に搭載されている場合が多いことから、これらに

ついては主管庁裁量で、継続使用できるよう主張

したところ、多数の国から支持を得て、改正案に

盛り込まれた。

〈BNWASの搭載要件〉

� ［２０１１年７月１日］以降に建造される船舶

� 大きさに拘らず［２０１１年７月１日］以前に

建造された客船は、［２０１２年７月１日］以降の

最初の安全設備検査時まで

� ［２０１１年７月１日］以前に建造された３０００総

トン以上の船舶は、［２０１２年７月１日］以降の

最初の安全設備検査時まで

� ［２０１１年７月１日］以前に建造された５００総ト
ン以上３０００総トン未満の船舶は、［２０１３年７月

１日］以降の最初の安全設備検査時まで

� ［２０１１年７月１日］以前に建造された１５０総ト
ン以上５００総トン未満の船舶は、［２０１４年７月１

日］以降の最初の安全設備検査時まで

※［ ］内の適用日については、MSC８５（２００８年１１月）

において再審議の上、決定される。

３．e�Navigation 戦略の策定
MSC８１（２００６年５月）において英国および日本

等の提案により、既存および新たな電子航海支援

設備を総合的に活用し、ヒューマンエラーに起因

する海難の防止等を図ることを目的とした次世代

先進航行支援システム構築戦略である“e�Naviga-
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tion戦略”を策定することが合意され、NAV５２（２００６

年６月）から検討が開始された。

今次会合では、NAV５３（２００７年７月）で設置さ

れた書面審議グループ（CG：ｅメールベースの検

討会）の検討結果として、e�Navigationの定義、必要

性、見通し、効果および e�Navigation戦略案につい

て報告された。審議の結果、e�Navigation 戦略案
は合意され、MSC８５（２００８年１１月）に送付し、その

承認を求めることとなった。

４．航路、通報と関連事項

ポルトガル沿岸における強制船舶通報制度が承

認された（図参照）。

同制度は、MSC８５（２００８年１１月）にて承認後、６

か月以内に施行される予定である。

（対象船舶）

�総トン数３００トン以上の全ての船舶
�全ての危険物運搬船舶
�全ての客船

５．船橋の前方視界に関する規則の見直し

MSC８２（２００６年１２月）において、ドイツよりコ

ンテナ船における貨物の積み過ぎが船橋の視界不

良の問題となっているとして SOLAS第５章第２２規

則の見直しについて提案された。その後特段審議

は行なわれなかったが、今次会合にデンマークお

よびシンガポールより、船橋視界の確保に関する

同規則の改正案が提案された。

【SOLAS条約改正案】

SOLAS第５章第２２規則に定められた前方視界お

よび貨物や荷役装置等の障害物による視界の制限

（水平面の死角が１０度）を超えていないこと等を

積み付け計算機で確認すること。

（適用開始）

新 造 船：２０１１年７月１日以降に建造（起工）

される船舶

既 存 船：２０１１年７月１日以前に建造（起工）

された船舶は、２０１３年７月１日まで

（適用船舶）

総トン数１５０トン以上の船舶（国際航海に従事し

ない船舶は総トン数５００トン以上）

本提案に対し、対象とする船舶をコンナテ船や

重量物運搬船等の甲板上に貨物を積載する船舶に

限定すること、また積み付け計算機で計算できな

いこともあるため既存船への適用の可否について、

更なる検討が必要であるなどの意見があった。

審議の結果、今次会合で合意することは時期尚

早であり、更なる検討が必要との判断から次回NAV

５５（２００９年）にて審議されることとなった。

６．プレジャーボートに係る航法の改正

NAV５３（２００７年７月）にて、イタリアよりプレ

ジャーボートの増加と海難の多発から、商船（大

型船）に対しプレジャーボートに避航義務を課す

こととするCOLREG（海上における衝突予防のた

めの国際規則）の改正について提案があった。

今次会合にイタリアは再度提案を行ったが、多

くの国が、本提案は本質的な解決にはならないこ

と、また国内法規で対応することが現実的である

との意見を表明した。

審議の結果、本提案は合意されず、今次会合に

て審議は終了となった。

７．パイロットラダー設備の見直し

MSC８２（２００６年１２月）にて、米国は水先人の乗

船時に発生する負傷や死亡事故が減らないため、

パイロットラダーの設備を見直しすることを提案

した。

審議の結果、パイロットラダーの要件（SOLAS

条約第５章第２３規則および総会決議A．８８９（２１））

の見直しについて多くの支持があり、CGを設置し、

検討を行うこととなった。検討結果は DE５２（２００９

年）に報告される予定である。

（海務部：山本）
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【図】ポルトガル沿岸における強制船舶通報制度
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１

内外情報

AISの整備等を踏まえた船舶交通安全対策を策定
―交通政策審議会海事分科会の答申―

交通政策審議会海事分科会（分科会長：馬田一

・前日本鉄鋼連盟会長）が、６月２４日に開催され、

AIS（船舶自動識別装置）の整備等を踏まえた新た

な船舶交通安全対策のあり方について答申がまと

められた。同答申は、翌２５日の交通政策審議会に

おいて承認され、同日、国土交通大臣へ答申され

た。同分科会には、当協会より前川会長が委員と

して参画している。

同答申では、２００７年７月の海洋基本法の施行や、

２００８年度中のAIS 陸上局の整備完了などの環境変

化等を踏まえ、海上交通安全行政が果たすべき役

割と方向性およびそのための手法について次世代

に向けたビジョンを示したものであり、海上保安

庁では、これを受け、船舶交通の安全性の確保と

効率性の向上に関する今後５年間の重点施策を展

開していく。主な施策は以下のとおりである（答

申概要は【資料】参照）

〈重点課題と課題解決のために講ずべき施策〉

� AISの整備等を踏まえた航行安全対策・効率性

の向上

輻輳海域における安全な航行環境を維持・向

上させるため、海上交通センターにおいて AIS

等を活用し、船舶交通の整流を図る。また、海

域の特性に応じた航法の設定や必要な航法を遵

守させるための是正措置、提供する情報等の聴

取の義務付けなど、海上交通センターが講ずる

措置の実効性を強化するための制度の充実を図

る。

さらに、港内船舶交通の効率化を図るため、

現在の一定の総トン数以上の船舶について一律

に行き会いを禁止する管制を見直し、船舶の動

静をリアルタイムに把握できる AIS情報により、

船の長さから行き会いが可能であるかを個別に

判断する管制手法を導入する。

� 航路標識の整備、管理のあり方

航路標識（灯台、灯浮標等）の視認性、識別

性向上のため光源の LED（発光ダイオード）化

などの高機能化、観測機能を浮標に付与するな

どの多機能化の整備を進める。さらに、AISの普

及促進等を踏まえた「高度電子航法システム」

の構築を進め、航行船舶の動静把握機能の拡充

とともに、陸上から船舶への情報提供の高度化

を図る（図参照）。

また、航路標識の適切な配置および管理のた

め、新たな航路標識制度の構築を図るとともに、

役割の低下した航路標識等（航路標識約６００基、

ロラン C、ディファレンシャル GPS）の縮小・

廃止を進める。

� IT等の最新技術を活用した安全対策の推進

【高度電子航法システム概念図】
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AISを活用し、気象・海象、推薦航路、航行制

限水域、管制状況等の航行の安全に関する情報

を、文字だけでなくビジュアルに、リアルタイ

ムで提供する電子航行支援システム（ENSS : Elec-

tric Navigation Support System）の構築を図る。

（海務部：山本）

【資料】
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MDMA等錠剤型麻薬の押収量が過去最高を記録
―平成１９年版「白い粉・黒い武器レポート」―

財務省関税局調査課は、このほど平成１９年の

不正薬物および銃砲の密輸入の動向に関する報

告書「白い粉・黒い武器レポート」を取りまと

めた。

不正薬物および銃砲の密輸入に関しては、不

正薬物の青少年層への浸透やけん銃を使用した

凶悪事件の発生が大きな社会問題となっている

ことから、政府において、「薬物乱用防止新五か

年戦略」や「薬物密輸入阻止のための緊急水際

対策」の策定など、各種の総合的対策が講じら

れている。

財務省関税局・税関においては、不正薬物・

銃砲等の社会悪物品の水際取締りを最重要課題

の一つとしてその強化に取り組んでおり、当協

会をはじめ密輸に利用される可能性のある船舶、

航空機、商業貨物等に関係する団体等とも連携

し情報収集に努めている。さらに、毎年、密輸

入の動向および税関の密輸対策等に関する同報

告書を作成し、水際取締りに対する社会一般の理解促進等に努めている。

今般まとめられた同報告書によると、平成１９年の不正薬物の密輸入については、摘発件数が３５８件

（前年比９５％）、押収量は覚せい剤・大麻等が８１１�（同２１５％）、錠剤型薬物が１３２万６０００錠（同９３５％）
であった。また、銃砲については、６件（同１５０％）の密輸入を摘発し、１０丁（同６７％）を押収した

としている。

また、平成１９年の密輸入事犯の主な特徴として以下を挙げている。

� MDMA（通称「エクスタシー」）および向精神薬等の錠剤型麻薬の押収量が過去最高となる約

１３２万６０００錠を記録したこと（これまでの最高は平成１６年の約４０万１０００錠）

� MDMAの１回当たりの押収量としては過去最高の約６８万８０００錠を摘発したこと

� 商業貨物による大口密輸事犯を相次いで摘発したこと

� 航空機旅客による密輸が後を絶たず、従来の身辺巻き付けや飲み込み等の隠匿手段に加え、

親子連れを運び屋にするなど密輸手口が一層悪質・巧妙化していること

関係各位においては、船舶が密輸入に利用される可能性があることに留意頂き、関連する情報を

入手された場合には「密輸ダイヤル（０１２０－４６１－９６１：シロイクロイ）」への通報をお願いします。

なお、同レポートは財務省税関のホームページよりご覧頂けます。

（http：��www.customs.go.jp�mizugiwa�mitsuyu�index.htm）

（海務部：斎藤）
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今治市で海の日記念シンポジウムを開催

当協会は今治市の後援のもと、（財）日本海事広報協会と共同で、２００８年７月１９日、今治市内のホテ

ルにおいて、下記のパネリストを招いて「海の日記念シンポジウム『これからの日本をどう変えて

いくか～地方の元気は今治から～』を開催した。

シンポジウムでは、環境問題や人材育成の問題、日本経済を支える海運・造船など海事産業の基

盤強化などについても白熱した議論が行われ、地元今治の海事関係者や市民ら約４５０名の参加者は熱

心に聞き入っていた。

【パネリスト】

小池百合子 衆議院議員（元防衛大臣、元環境大臣）

生田 正治 商船三井相談役（初代郵政公社総裁、元商船三井社長・会長）

関谷 勝嗣 海事振興連盟最高顧問（前参議院議員、元建設大臣、元国土庁長官、元郵政大臣）

村上誠一郎 衆議院議員（元内閣府特命担当大臣）

山本 順三 参議院議員（国土交通大臣政務官［当時］）（進行役）
（総務部：石川）

▲越智忍今治市長による来賓挨拶 ▲中本光夫当協会理事長による主催者挨拶

▲小池百合子衆議院議員 ▲生田正治商船三井相談役
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▲関谷勝嗣海事振興連盟最高顧問 ▲村上誠一郎衆議院議員

▲山本順三参議院議員

▲会場風景
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小学校教師を対象に東京港で見学会を開催

当協会は、去る７月２８日、学校・学生向け

広報の一環として、小学校教師を対象とした

見学会を東京港等にて開催した。

この見学会は、東京都小学校社会科研究会

が主催し、当協会と石油連盟が協賛し、（社）

日本船長協会や船の科学館の協力も得て実施

したもので、東京都の小学校教師４０名が参加

した。

午前中は、市原市にある出光興産�の千葉
製油所・工場において石油精製の過程などに

ついて説明を受けたあとバスに乗り石油精製

施設内等を見学した。

午後は、お台場の船の科学館へ移動し、館

内のホールにて、当協会より海運の概略説明

を行った後、昨年に引き続き（社）日本船長協

会 森本会長より「海と船の話」と題し船長

講話が行われた。

▲朝７：５０ 東京駅丸の内口に集合する先生方

▲製油所の説明を聞く先生方

▲普段聞くことが出来ない船長の話を聞くことがで
き感銘を受けたとの感想が多かった船長講話
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船長講話ののち、隣接する桟橋より水上バ

スに乗り、約９０分の間、東京港から貨物船な

どを見学した。

今回は、船の科学館の協力により、水上バ

スの船内において、同館学芸部の清水課長よ

り、貨物船を始め東京港全般の説明、案内が

行われ時間が瞬く間に過ぎた。

また、水上バスは、先生方によく判るよう、

貨物船の説明の際は、停泊中の船に接近する

など特別に運航された。

今回、参加された先生方からは、「実際のも

のを見学でき、海運業界や石油業界の役割や

重要性がよく判り、授業の参考になった」と

の感想が多数寄せられた。

また、「学校へ伺って実業界の話などを行う

ゲストティーチャーを招きたい」との感想も

寄せられている。

（総務部：�橋）

▲水上バスに乗り込む先生方

▲船内で説明する清水さん

▲貨物船を撮影する先生方
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「海運統計要覧２００８」の発行

当協会では１９７０年より毎年、内外の海運に関する諸統

計をはじめ一般経済や主要関連産業の各種統計資料を幅

広く収録した「海運統計要覧」を作成し、海運関係者は

もとより広く一般の方々の参考に供しておりますが、今

般２００８年版を発行いたしました。

構成は以下の通りとなっています。

［項 目］

� 船 腹 � 企業財務

� 船舶の建造と消失 � 内航海運

� 海上荷動と海運市況 � 港湾関係

� 輸送活動 � 船員関係

	 コンテナ輸送 
 関連産業の動向

なお、本書は１部１，０００円（税込、送料別）にて実費頒

布致しますので、購入をご希望の方は希望部数と送付先

を以下までご連絡ください。

○お申込み先：

社団法人 日本船主協会 総務部（統計出版担当：�橋）
〒１０２�８６０３ 東京都千代田区平河町２�６�４（海運ビル）
tel：０３�３２６４�７１８８ fax：０３�５２２６�９１６６ E�mail : mem@jsanet.or.jp

（総務部��橋）

国土交通省編集「海事レポート（平成２０年版）」が発行される

国土交通省海事局編による「海事レポート（平成２０年度版）」が発行されました。同レポートは毎

年の海事行政の現状について取りまとめ発行されているもので、本年度版の構成は以下の通りです。

第Ⅰ部 海事行政における重要課題

第Ⅱ部 海事の現状とその課題

第Ⅰ部では国際競争力のある海事立国づくりにつながる「安定的な国際海上輸送の確保」、「海事

産業を担う人材の確保・育成」など海事の最重要課題の紹介、第�部では海事行政の各分野につい
て各種データと現状分析を踏まえ、直面する政策課題とそれへの対応がまとめられています。

同レポートの購入につきましては、日本海事広報協会（tel：０３�３５５２�５０３１、fax：０３�３５５３�６５８０）
までお問合せください。 （総務部：�橋）

2008
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メ ン バ ー 紹 介 

主要データ

会社概要

会 社 名 宇部興産海運株式会社

UBE SHIPPING & LOGISTICS, LTD．

本社所在地 〒７５５�００２７ 山口県宇部市港町１�５�５
設 立 １９４２（昭和１７）年６月２０日

資 本 金 ６億６，５００万円

従業員数 ３５４名（陸上１８４名、海上１７０名）

主な事業内容 内航海運業、海運代理店業、港湾運送

事業、通関業、輸出入業、技術コンサ

ルタント業、機械器具設置工事業、産

業廃棄物処理業

取扱貨物 セメント製品、石灰石、セメント原材

料、石炭、工業薬品等

主要株主 宇部興産株式会社

主要荷主 宇部興産株式会社、宇部三菱セメント

株式会社

基本理念・経営方針

宇部興産海運は、皆様に真に価値あるサービス

を提供し続けることこそが、事業の継続的発展に

繋がると考えています。そのためには、企業が心

身ともに優れて健康であることを基本理念とし、

従業員全員がこれを自覚共有するために「USL�
CSR」（宇部興産海運（Ube Shipping & Logistics,

ltd．）の果たすべき社会的責任）の深化実現を掲げ

ています。

「USL�CSR」の中で、以下の３つを経営方針と
して掲げています。

�．安定した収益の継続的向上を図って、健全
な財務体質を持ち続けること。

�．環境汚染の防止や安全に配慮した事業体制
が磐石なものでありつづけ、その下で地球環

境の保全やより高度なサービスを提供してい

くこと。

�．企業理念のあり方を常に内省し、コンプラ
イアンスを遵守して地域社会との共生と働く

人たちの明るい職場づくりに取り組むこと。

No.13 宇部興産海運株式会社

▲代表取締役社長 坂田 守 ▲ファンネルマーク
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歴 史

１９４２（昭和１７）年 戦時統制経済政策により宇部港港

湾運送業者を統合して、宇部港

湾運送�設立
１９４９（昭和２４）年 同栄運輸�に社名変更
１９５９（昭和３４）年 宇部興産�資本参加
１９６４（昭和３９）年 内航海運事業に進出

１９９５（平成７）年 同栄運輸�、新大図汽船�、宇
部興産�船舶部門が合併、宇部
興産海運�に社名変更

１９９６（平成８）年 外航コンテナ事業開始

１９９８（平成１０）年 東京営業所開設

２０００（平成１２）年 ISM（安全管理システム）認証取

得（任意）

２００１（平成１３）年 技術コンサルタント事業開始

２００２（平成１４）年 ISO９００１（品質マネジメントシス

テム）認証取得（国際部）

２００７（平成１９）年 機械器具設置工事業（建設業）

免許取得

入会日・所属地区

１９９６年４月１日（九州地区船主会所属）

所在地＆周辺案内

山口宇部空港よりタクシーで約１０分
JR新山口駅よりJR宇部新川駅まで宇部市営高速バ
ス（白鳥号）で約３５分
JR宇部新川駅よりタクシーで約５分
山陽自動車道 宇部インターチェンジより車で１５分
中国自動車道 小郡インターチェンジより車で４０分

当社は、１９７７年（昭和５２年）に現住所に本社ビ

ルを構え、宇部港全体を見渡すには絶好の環境に

あります。夏には、同ビル前海上にて花火大会も

行われ、従業員が家族を連れて観覧するには、絶

好の場所となっています。

▲宇部興産海運ビル外観

組織図
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ホームページ紹介

http：��www.ube-ind.co.jp�usl�

▲宇部港上空

�接岸中の石灰石専用船
第二興石丸

▼宇部港沖を航行中のセメ
ント専用船 新栄丸



竜巻・嵐・山火事・洪水・ハリケーン
（米国の自然災害）

今年はミャンマーのサイクロンや中国の四川大

地震など大規模な自然災害が各地で発生していま

す。自然災害というと貧しい発展途上国が多いよ

うな気がしますが、実は先進国である米国の自然

災害も相当なもので、日本でこそ余り報道されて

おりませんが、米国のテレビを見ていると毎日の

ように自然災害のニュースを流していると言って

も過言ではありません。

１０年ほど前に「ツイスター」という竜巻の恐怖

を描いた映画が日本でも公開されたので、覚えて

いる方もおられると思いますが、通常竜巻は米国

の南部や中西部の内陸部で発生することが多いの

で、筆者の住む東海岸は関係ないと思っていまし

た。ところが今年の４月末のある日、自動車を運

転していたら、突然ラジオのニュースで竜巻警報

が出て慌てたことがあります。この時は首都ワシ

ントン DCから、さほど遠くないバージニア州サフ

ォークというところで実際に竜巻が発生し、２００人

の怪我人と家屋にも大きな被害が出たようです。

この時のラジオ警報では、竜巻経験の少ない東部

人に「車から外に出ろ」「２階にいる人は階下に移

動しろ」と呼びかけておりました。竜巻が近づい

て来る時に車から外に出るのは怖いような気もし

ますが、恐らく車ごと空中に飛ばされるのを防ぐ

ためなのでしょう。経験者に言わせると、そうい

う時は溝や地面にうつ伏せに寝るのがよいそうで

す。また竜巻は屋根を吹き飛ばすので、２階にい

るのは危険なことは言うまでもありません。

ちなみに米国では毎年１０００個前後の竜巻が発生

し、５０人程度が亡くなっているようです。特にテ

キサス、オクラホマ、カンザス、ネブラスカと言

った州は竜巻銀座（Tornado Alley）と言われ、最

も竜巻が頻繁に発生する地域です。日本の気象庁

に相当する NWS（the National Weather Service）

によると、今年は米国史上最も竜巻の多い年にな

る可能性があるそうです。

余談になりますが、この４月末の竜巻は通常の

嵐（低気圧）と一緒に到来しました。竜巻の心配

をしながら雷雨の中を我家に帰り着くと案の定停

電なので、エレベーターが使えず９階の我家まで

階段を登りました。然し筆者は２００３年８月のニュ

ーヨーク大停電を経験しているので、この程度の

WWaasshhiinnggttoonn便便りり
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ことでは驚きません。ニューヨークでは２５階の我

家まで真っ暗な階段を登ったので、流石にあの時

は、心臓が破裂するのではないかと思ったもので

す。実は我家のあるメリーランド州を始め、ワシ

ントン DC、バージニア州北部では停電は日常茶飯

事なのです。特に嵐が頻発する夏場は、雷がごろ

ごろ鳴り始めると停電の準備を怠りません。ろう

そくと懐中電灯はどこの家庭でも必需品と言えま

す。何故嵐の度に停電になるかというと、強風で

木が倒れ、電線が切れるからです。筆者が子供の

頃には確か学校の授業で、欧米の都市は電線が地

下に埋設されており、景観を損なう電信柱が林立

している日本とは違うと言った教師がいましたが、

欧米とひとまとめにしたら大間違いで、当地は日

本と全く同様に電信柱だらけです。

ちなみに停電から学んだ教訓をひとつ教えまし

ょう。冷蔵庫・冷凍庫は絶対に開けないことです。

することがないので、ビールの一本も飲みたくな

りますが、そこはぐっと我慢します。扉さえ開閉

しなければ、庫内の食品は２４時間程度の停電では

大丈夫だと言われております。然し今回の停電の

翌日は近所のスーパーの冷凍食品は全て処分され、

冷凍庫は空っぽになっていました。一方よくお世

話になる日本食材店は冷凍食品の「半額セール」

をやっていました。「もったいない」から「使い回

し」をする日本人と、全て保険処理と割り切って

食品を処分する米国人の違いでしょうか。日頃日

本食材は高くて買えないとこぼしている筆者の家

人は、この時とばかりに納豆やかまぼこを大量に

買い込んだのは言うまでもありません。

竜巻と並んで、毎日のニュースで多いのが山火

事（Wildfire）です。山火事と言うと２０年前のイエ

ローストーン国立公園の火事を思い出します。あ

の時は園内の樹木の３６％が焼失しましたが、植林

や伐採などはせずに放置されたままで、自然の回

復力を待っているようです。イエローストーンの

火事は落雷が原因でしたが、最近の山火事は、た

ばこの火の不始末や放火といった人的な原因によ

るものも多いと言われております。特に毎年のよ

うに話題になるのはカリフォルニア州の山火事で、

乾燥した気候と落雷、それにこの地方特有の Santa

Ana Windsという強風により、同時多発的に数百

ヶ所で火事が発生することがあります。ちなみに

米国では毎年国土の０．１８％に相当する１７，４００平方キ

ロが山火事になり、これは日本の国土面積の４．６％

に相当します。昨年は映画スターが邸宅を構えて

いるので有名なロサンゼルス近郊のマリブ市を山

火事が襲い、多くの豪邸が灰燼に帰したのですが、

人事ながら保険でカバーされるのか気になり知り

合いの保険会社の人に聞いてみたら、山火事を始

め、竜巻、洪水などの自然災害は、殆どが home

owner保険でカバーされるとのことでした。

今年はまた米国中西部が豪雨が続き、一帯を流

れるミシシッピ川の堤防が各地で決壊し、アイオ

ワ州を始め、ウィスコンシン州、ミズーリ州、イ

リノイ州、インディアナ州が洪水になりました。

この地方は米国の穀倉地帯と言われ、とうもろこ

し、大豆、小麦等の生産が大きな被害を受けてお
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ります。連邦緊急事態管理庁（FEMA）によると、

洪水被害総額は１５億ドル（１６００億円）と推定され、

１９９３年の大洪水以降最悪になると予想されていま

す。これだけ洪水の被害が拡大したのは、農地の

開発、宅地の造成等で地形が変り、本来であれば

水を吸収できるはずの地帯がその機能を発揮でき

なくなったからだという指摘が専門家からあがっ

ております。

最後に米国の代表的な自然災害として、ハリケ

ーンを外すわけにはいかないと思います。ハリケ

ーンとはアフリカ沖の大西洋で発生した熱帯性低

気圧が、勢力を拡大して西進し、北米大陸に上陸

するもので、カリブ海からバハマ・フロリダをか

すめ右にカーブするコースと、メキシコ湾に向か

いルイジアナ・テキサスに上陸するコースの二つ

があります。後者のコースはカリブ海とメキシコ

湾の暖かい海水で勢力が増すために大きな被害を

もたらすことが多く、１９９２年のハリケーン「アン

ドリュー」や２００５年のハリケーン「カトリーナ」

は、まだ覚えている方も多いと思います。特に「カ

トリーナ」はルイジアナ州のニューオーリンズを

風速７０メ－トルの猛烈な暴風雨で直撃し、記録的

な被害を与えました。このハリケーンは地球温暖

化が原因で巨大化したと言われ、また井戸水の汲

み上げと石油採掘で地盤沈下が進んでいるのに治

水事業を怠ったこと、低所得層は逃げるところが

なく家に留まらざるを得なかったこと、更に州兵

の多くがイラク戦争に派遣されており動員できな

った事等ブッシュ政権の失政による人災であると

いう指摘もされました。

ちなみに米国ではハリケーンは１９７９年以来男女

交互に名前がつけられ（その前は女性名のみ）、６

年周期で同じリストが使用されますが、「カトリー

ナ」のように大きな被害を与えたものは、２度と

名前が使われることはなく新しい名前がリストに

追加されます。そういえば日本では、今でこそ台

風は番号で呼ばれていますが、戦後間もない頃は、

「キャサリーン」とか「キティ」と言った名前が

つけられていたことを思い出します。あれは、ま

だ日本が米軍の管理下にあったからそのような名

前がついたのでしょうが、日本人には馴染まない

習慣ですね。

以上米国の典型的な自然災害について簡単に触

れてみましたが、これ以外にも地震、噴火、熱波、

旱魃等数え上げればきりがありません。ある専門

家は、米国の自然災害は、地球温暖化、海水温度

の上昇、貧富の二極化、政治の無策といった様々

な悪条件が重なることで、今後更に増えるだろう

と予想しています。冒頭で米国は先進国なのに自

然災害が多いと述べましたが、防災対策はむしろ

貧困な国々の方が進んでいる面もあると指摘する

人もおります。米国に大きな被害をもたらした同

じハリケーンが、ジャマイカやキューバでは比較

的軽微な被害で済んだという事実はこのことを物

語っているような気がします。

（前北米地区事務局 ワシントン事務所長

牧野 直成（７月３１日付で会社復帰））
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１
日
欧州委員会（EC）は、外航海運に競争法（独

禁法）を適用する際の指針となるガイドライ

ンを採択した。

４
日
交通政策審議会港湾分科会（分科会長：黒田

勝彦・神戸大学名誉教授）の第３１回会合が開

催され、「港湾の開発、利用および保全並びに

開発保全航路の開発に関する基本方針の変更」

について審議された。

１７
日
交通政策審議会海事分科会（分科会長：杉山

武彦・一橋大学学長）の第１７回会合が開催さ

れ、日本船舶・船員の確保に関する基本方針

が取りまとめられた。

（Ｐ．２シッピングフラッシュ参照）

１７
日
トン数標準税制の導入等にかかわる海上運送

法等の改正法が施行された。

１８
日
７月２１日の「海の日」を記念する式典・シン

ポジウムが東京にて開催された。

１８
日
国土交通省は、２００８年版「海事レポート」を

発行した。（Ｐ．２０囲み記事参照）

１９
日
当協会は、財団法人日本海事広報協会と合同

で、「海事都市今治『海の日』記念シンポジウ

ム」を愛媛県今治市にて開催した。

（Ｐ．１６海運ニュース参照）

２８
日
当協会は、学校・学生向け広報の一環として、

石油連盟と協賛し、小学校教師を対象とした

見学会を東京港等にて開催した。

（Ｐ．１８囲み記事参照）

３０
日
当協会は、海運統計要覧２００８を発行した。

（Ｐ．２０囲み記事参照）

３１
日
「日本船舶及び船員の確保に関する基本方針」

が告示された。

２２００００８８年年
77月月
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公布法令（７月）

� 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

施行令の一部を改正する政令（政令第２１６号、

平成２０年７月２日公布、平成２０年８月１日施

行）

� 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

施行規則及び海洋汚染防止設備等、海洋汚染

防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査

対象設備に関する技術上の基準等に関する省

令の一部を改正する省令（国土交通省令第６０

号、平成２０年７月８日公布、平成２０年８月１

日施行）

� 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律

の施行期日を定める政令（政令第２２９号、平成

２０年７月１６日公布）

� 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（政

令第２３０号、平成２０年７月１６日公布、平成２０年７

月１７日施行、一部平成２１年４月１日施行）

� 船員法施行規則の一部を改正する省令（国土

交通省令第６３号、平成２０年７月１６日公布、２０年

７月１７日施行、一部平成２１年４月１日施行）

� 船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を

改正する法律の施行に伴う経過措置に関する

政令の一部を改正する政令（政令第２３６号、平

成２０年７月１８日公布、平成２０年８月１日施行）

� 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省

令（財務省令第５２号、平成２０年７月３１日公布、

施行）

� 海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船

舶・船員確保計画の認定等に関する省令（国

土交通省令第６７号、平成２０年７月３１日公布、

施行）

� 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一

部を改正する省令（国土交通省令第６８号、平

成２０年７月３１日公布、施行）

� 平成二十年度に海上運送法第三十五条第一項

又は第四項の規定による日本船舶・船員確保

計画の認定の申請をする場合における同条第

三項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を

定める省令（国土交通省令第６９号、平成２０年

７月３１日公布、施行）

国際会議の予定（９月）

会議名：IMO第１３回危険物・固体貨物およびコン

テナ小委員会（DSC１２）

日 程：９月２２日～２６日

場 所：ロンドン

船船協協だだよよりり
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１．わが国貿易額の推移 （単位：１０億円）

年 月 輸 出
（FOB）

輸 入
（CIF） 入�▲出超

前年比・前年同期比（％）

輸 出 輸 入

１９９０
１９９５
２０００
２００３
２００４
２００５
２００６

２００７年７月
８
９
１０
１１
１２

２００８年１月
２
３
４
５
６

４１，４５７
４１，５３０
５１，６５４
５４，５４８
６１，１７０
６５，６６２
７５，２５６

７，０６３
７，０２８
７，２７０
７，５０７
７，２６８
７，４３６
６，４０８
６，９７５
７，６８２
６，８９１
６，８０９
７，１５３

３３，８５５
３１，５４８
４０，９３８
４４，３６２
４２，２１７
５６，３８１
６７，１６４

６，４０２
６，２９５
５，６３６
６，５０４
６，４８０
６，５６１
６，４９８
６，０１２
６，５７３
６，４１６
６，４５１
７，０３１

７，６０１
９，９８２
１０，７１５
１０，１８６
１１，９５３
８，７８２
８，０９２

６６１
７３４

１，６３４
１，００２
７８８
８７４

▲ ８９
９６３

１，１０８
４７５
３５７
１２１

９．６
２．６
８．６
４．７
１２．１
７．３
１４．６

１１．８
１４．５
６．５
１３．８
９．６
６．９
７．７
８．７
２．３
３．９
３．７

▲１．８

１６．８
１２．３
１６．１
５．１
１０．９
１５．６
１６．１

１７．１
５．８

▲３．２
８．７
１３．３
１２．２
９．２
１０．２
１１．２
１２．０
４．５
１６．４

（注） 財務省貿易統計による。

２．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年 月 年間）平均月間 最高値 最安値

１９９０
１９９５
２０００
２００３
２００４
２００５
２００６
２００７

２００７年８月
９
１０
１１
１２

２００８年１月
２
３
４
５
６
７

１４４．８１
９４．０６
１０７．７７
１１５．９０
１０８．１７
１１０．１６
１１６．３０
１１７．７９

１１６．７２
１１５．０２
１１５．７４
１１１．２６
１１２．６７
１０７．６６
１０７．８１
１００．７９
１０２．４５
１０４．１４
１０６．９０
１０６．８１

１２４．３０
８０．３０
１０２．５０
１０７．０３
１０２．２０
１０２．１５
１０９．５０
１０８．２５

１１２．４０
１１３．２０
１１３．８０
１０８．２５
１１０．２０
１０５．９０
１０４．７３
９７．００
９９．８３
１０２．８５
１０４．２５
１０４．７９

１６０．１０
１０４．２５
１１４．９０
１２０．８１
１１４．４０
１２１．３５
１１９．５１
１２３．９５

１１９．６８
１１５．９８
１１７．６８
１１５．３３
１１８．９５
１１０．０５
１０８．２２
１０３．７８
１０４．７０
１０５．６６
１０８．２５
１０８．１０

３．不定期船自由市場の成約状況 （単位：千M�T）

区分

年次

航 海 用 船
定 期 用 船

合 計 連続航海 シングル
航 海

（品 目 別 内 訳）

石 炭 穀 物 砂 糖 鉱 石 スクラップ 肥 料 その他 Trip Period

２００２
２００３
２００４
２００５
２００６
２００７

２００７ １１
１２

２００８ １
２
３
４
５
６
７

１３２，２６９
９９，６５５
８３，３９８
７６，８４７
８４，５１５
７３，０４５

８，６９２
４，９９４
１０，１１９
５，８３１
５．９３２
９，７９５
６，１２２
７，６１９
８，７８１

９７８
１，３２０
２，４１４
２，１４５
６４４
２７０

２００
０

３２０
０
０
０
０
０
０

１３１，２９１
９８，３３５
８０，９８４
７４，７０２
８３，８７１
７２，７７５

８，４９２
４，９９４
９，７９９
５，８３１
５．９３２
９，７９５
６，１２２
７，６１９
８，７８１

４３，４０６
３０，７２２
３１，８７５
２８，５６６
２２，８３２
２０，４０１

２，５６７
１，４３２
２，７８２
８８０

１，５１１
２，７１７
１，１６５
１，２６５
１，３８５

１５，１８２
６，０９７
５，６２１
３，７６０
３，９６９
２，３９５

２４７
２３７
１６４
８８
１０８
８４
９４
１３８
１３６

５，８５３
３，６５７
７００
１６２
２９３
４４

０
０
２５
０
０
０
０
０
０

６５，１０５
５７，００１
４１，３９４
４１，５５２
５６，４８２
４９，７７９

５，６７８
３，２６０
６，８２８
４，８６２
４，３１０
６，９６４
４，８３０
６，２１５
７，２０８

４４２
２４８
５９６
２４７
７３
０

０
０
０
０
０
０
１９
０
５２

１，０５４
４３８
６９０
３３１
２８２
１５６

１
６５
０
０
０
３０
０
１
０

２４９
１７２
１０８
８６
０
０

０
０
０
０
３
０
１４
０
０

１８４，８９０
２０８，６９０
２５０，３８６
２８９，２１６
３３６，４９４
２９５，３９８

３１，３９５
２３，２０８
２８，２６５
２４，９３９
２４，７１４
３４，３７１
２３，１６０
３１，０９５
２５，３６５

５０，４７４
８１，７２１
５９，９０６
５３，２３４
１０９，２０３
１３９，９９５

９，９８１
５，９２３
７，９８９
８，６０５
６，６８７
１３，３０１
１０，５３５
１０，６９０
７，６４３

（注） �マリタイム�リサーチ社資料による。 �品目別はシングルものの合計。 �年別は暦年。

海運統計
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４．原油（ペルシャ湾�日本・ペルシャ湾�欧米）

月次
ペルシャ湾�日本 ペルシャ湾�欧米

２００６ ２００７ ２００８ ２００６ ２００７ ２００８
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１８０．００ ８０．００
１５０．００１００．００
１０６．５０ ６６．５０
６８．００ ５０．００
７７．５０ ６７．５０
１３０．００ ８２．００

１３０．００ ９１．００
１３０．００ ９０．００
１１５．００１０５．００
７１．００ ６７．５０
７２．５０ ６０．００
６５．００ ５１．２５

７５．００ ４７．５０
６５．００ ４５．００
９０．００ ６５．００
５０．００

８８．５０ ６２．５０
７０．００ ６３．７５

６７．５０ ５６．００
６６．７５ ５６．００
５７．５０ ５２．５０
６６．００ ５１．２５
８９．７５ ５７．５０
２２５．００１７５．００

１１４．００ ８５．００
１１０．００ ８９．００
１３５．００ ９２．５０
１２９．２５ ８５．００
２１２．５０１４０．００

１２０．００ ７５．００
１２５．００ ８５．００
９５．００ ５７．５０
６７．５０ ５５．００
８５．００ ５５．００
９７．５０ ７０．００

１０２．５０ ８０．００
１００．００ ８５．００
１０７．５０ ８５．００
８９．５０ ６５．００
７０．００ ６０．００
６０．００ ４８．２５

５７．５０ ４５．００
５９．００ ４７．５０
８０．００ ５４．００
５５．００ ４０．００
７２．５０ ６０．００
７０．００ ５０．００

５０．００ ４２．５０
４７．５０ ４５．００
５０．００ ４０．００
５２．５０ ４０．００
１２０．００ ４５．００
２０７．００１１０．００

１８０．００ ７４．００
１００．００ ８０．００
９９．００ ７５．００
１１７．５０ ６７．５０
１６０．００１１５．００

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �単位はワールドスケールレート。 �いずれも２０万D�W以上の船舶によるもの。
�グラフの値はいずれも最高値。

原油（ペルシャ湾�日本・ペルシャ湾�西欧） 石炭（オーストラリア�西欧）・鉄鉱石（ブラジル�中国・ブラジル�西欧）

５．石炭（オーストラリア�西欧）・鉄鉱石（ブラジル�中国・ブラジル�西欧） （単位：ドル�トン）

月次
オーストラリア�西欧（石炭） ブラジル�中国（鉄鉱石） ブラジル�西欧（鉄鉱石）
２００７ ２００８ ２００７ ２００８ ２００７ ２００８

最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

２６．５０
―

３１．８０ ３０．５０
―
―

２７．７５

―
５０．００
―
―

６４．００ ５８．００
―

―
５１．００

４９．００ ４２．００
―
―

３８．００ ２６．５０
４０．２５ ３８．００
４８．３０ ３９．００
５２．００ ４４．００
５５．００ ５１．００
５４．００ ４０．７５

５３．５０ ２７．５０
６６．００ ５９．５０
７５．００ ６６．００
８８．００ ２０．８０
９８．８８ ８５．００
９２．００ ８２．５０

８０．００ ４９．００
７１．００ ５５．００
７４．５０ ６２．５０
８４．００ ７１．００
１０８．００ ９３．５０

２１．５０ １６．７５
２４．７５ ２４．５０

―
２９．２５

３１．００ ２７．３０
２９．１０ ２８．６０

３０．００ ２４．１０
３２．８０ ２８．００

３０．１０
４７．５０ ４６．５０
５４．００ ４４．００

４０．００

３２．００ １９．００
２４．５０
３０．３５
３８．００

５７．００ ４７．５０

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �いずれもケープサイズ（１４万D�W以上）の船舶によるもの。
�グラフの値はいずれも最高値。
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3.5万以上 
5万未満 

5万以上 
8.5万未満 

8.5万以上 

2万以上 
3.5未満 

総合指数 

タンカー運賃指数 用船料指数

６．タンカー運賃指数

月次
タ ン カ ー 運 賃 指 数

２００６ ２００７ ２００８
VLCC 中 型 小 型 Ｈ・Ｄ Ｈ・Ｃ VLCC Suez Afra Handy Clean VLCC Suez Afra Handy Clean

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１１２
１１６
８６
６３
７９
１００

１１４
１１４
１０９
８７
７４
６６

１６３
１６８
１２７
１０８
１３２
１３８

１４８
１７１
１３９
１４７
１１８
１３６

１９３
１７６
１６３
１３３
１５８
１４９

１７３
１７０
１４０
１９０
１３３
１８９

３１４
２６７
２０４
２０８
２１７
２２５

２３２
２３１
２１２
２１３
１９９
２１０

３４２
２８２
２２５
２１３
２４１
２３３

２７１
２６６
２３４
２１７
１９４
２５１

６３
６５
８１
６３
７９
６３

５９
５２
５１
５７
７２
２０１

１２４
１１６
１１２
１２２
１０８
１１０

９１
８５
７７
１０４
１２６
２３２

１８７
１５９
１４５
１４５
１６１
１１３

１２８
９７
１０２
１３４
１４８
２１４

２０９
２３７
２２０
２２９
２３５
２１１

２１６
１８５
１７０
１８０
２０５
２７９

２１９
２２６
２８２
２６４
２４４
２４２

２０８
１７４
１５８
１７０
１９８
２３９

１１２
９７
１０８
１１０
１８２
１８２

１２４
１１９
１５６
１８７
２３９
２１０

１７８
１４１
１７５
２１７
２４７
２３７

２０５
１８２
２０２
２３９
２７１
３２４

２１５
１９５
１９７
２３４
２７９
３２６

平均 １００．３ １５７．３ １８３．１ ２７０．６ ２８６．９ ９３．３ １４１．３ １６３．９ ２２７．７ ２４７．４
（注） �「Lloyd's Shipping Economist」による。�タンカー運賃はワールドスケールレート。�タンカー運賃指数の５区分につい

ては、以下のとおり（～２００３）◯イVLCC�１５万トン以上 ◯ロ中型�７万～１５万トン ◯ハ小型�３万～７万トン ◯ニH�D＝ハンディ�ダ
ーティ�３万５０００トン未満 ◯ホH�C＝ハンディ�クリーン�全船型。（２００４～）◯イVLCC�２０万トン以上 ◯ロSuez�１２～２０万トン
◯ハAfra�７～１２万トン ◯ニHandy�２．５～７万トン ◯ホClean�全船型

７．貨物船定期用船料指数

月次
２００５ ２００６ ２００７ ２００８

総合指数 BDI 総合指数 BDI 総合指数 BDI １．２万～
２万

２万～
３．５万

３．５万～
５万

５万～
８．５万 ８．５万～ 総合指数 BDI

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

６７７
７１５
５６５
６２４
５５２
４１２

３４２
２８５
３５２
３９１
３７６
３３２

４，４７１
４，５１１
４，６８５
４，８１０
３，７３７
２，５８６

２，３０７
２，１６９
２，９４９
２，９４９
２，９９１
２，６２４

２９４
２９２
３２１
３２５
３０４
３５９

４２１
４７５
５１８
５２２
４９３
５９４

２，２６３
２，３２８
２，４９３
２，４９５
２，４９５
２，７３９

３，１９１
３，６７２
４，２０７
４，０５３
４，１２１
４，３１８

６３２
５７７
６４４
７０７
７１２
７５９

８７５
９２０

１，０７８
１，０４４
１，２８０
１，２５１

４，７６２
４，３６６
５，１７２
５，７８２
６，５２１
５，６７２

６，６０１
７，２８９
８，６１９
１０，９４４
１０，６４７
９，８４８

０
０

１，４７０
０

１，８７５
０

９６０
７７２
８５１
９５９

１，０８３
９４１

９６２
８２８

１，０３２
９８７

１，２４２
１，２１７

１，１３４
１，１５８
１，３８９
１，２９６
１，６４６
１，４７８

１，１３４
１，１００
１，３４３
１，３０５
１，８９６
１，８２３

１，０１８
９０８

１，２２１
１，０８０
１，５４４
１，２５０

５，７８０
７，１８７
７，６１９
８，５５０
１１，７７１
９，４２８
８，７３７

出所：「Lloyd's Shipping Economist」
（注） �船型区分は重量トンによる。 �用船料指数は１９８５年＝１００。 �BDI（Baltic Dry Index）は月央値。
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係船船腹

８．係船船腹量の推移

月次
２００６ ２００７ ２００８

貨 物 船 タンカー 貨 物 船 タンカー 貨 物 船 タンカー
隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１４６
１４６
１４６
１４７
１４４
１５０

１４９
１５２
１５１
１５２
１５０
１５１

７０８
６９２
６７１
６８５
６８３
６８９

６９４
６５０
６４７
６４９
６２３
６２３

７５５
７５０
７４２
７６４
７９４
７９６

８１７
６８０
６７８
６８２
６８９
６４０

３４
３３
３２
３２
３２
３４

３２
３２
３２
３２
３４
３４

１２８
１３０
１２８
１２８
１２８
２０３

１０２
１０２
１０２
１０２
１３５
１３５

１７１
１７２
１７０
１７０
１７０
２２７

１５１
１５１
１５１
１５１
２０５
２０５

１５１
１５２
１５８
１５４
１５１
１５１

１４９
１４６
１５３
１７７
１８８
１８７

６２３
６４２
６７７
６４４
６１０
６０６

６０３
５９３
６５０
７７１
８０１
８７１

６４０
６４２
６７２
６２５
６０２
６００

５９５
５８１
６６５
８１２
７８２
７４５

３４
３４
３４
３４
３４
３５

３５
３３
３３
３８
３７
３６

１３５
１３５
１２５
１２６
１２６
１２８

１２８
１０４
１０４
１１４
１１０
１０９

２０５
１８９
１８９
１９０
１９０
１９１

１９１
１５０
１５０
１６５
１６０
１５８

１８３
１７９
１７６
１７３
１７２
１６７

１６３

８７３
７４９
７１０
７１４
６６８
６１４

５９５

７０９
６８０
６９９
６９７
６８７
６４４

６１５

３６
３５
３３
３３
３５
３８

３８

１０９
１０８
１０４
１０４
１０５
１０３

１０３

１５８
１５７
１５０
１５０
１５３
１４８

１４８

（注） インフォーマ発行のロイズ�インアクティブベッセルズによる。
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■巻頭言 1
日本人船員（海技士）の確保・育成
日本船主協会 副会長（常勤）�飯塚 孜

■シッピングフラッシュ 2
トン数標準税制�
―海事分科会答申、基本方針取りまとめる―

■海運ニュース 9
国際会議レポート 9
１．ECDISの搭載強制化、合意される
―IMO第５４回航行安全小委員会（NAV５４）の模様―

内外情報 13
１．AISの整備等を踏まえた船舶交通安全対策を策定
―交通政策審議会海事分科会の答申―

■メンバー紹介 №１３ 21
宇部興産海運株式会社

■Washington便り 24

海運日誌（�月） 27
船協だより 28

海運統計 29
編集雑感 表紙�

囲み記事
�MDMA等錠剤型麻薬の押収量が過去最高を記録 15
�今治市で海の日記念シンポジウムを開催 16
�小学校教師を対象に東京港で見学会を開催 18
�「海運統計要覧２００８」の発行 20
�国土交通省編集「海事レポート（平成２０年版）」が発行される 20

５年程前、思いがけなく機械式時計に惹かれた。
それまでは、時計は時間が正確でありさえすれば
いいものであると思っていたので、特別なこだわ
りは無く、正確で、腕に負担のかからない軽いも
のということで、皮バンドのクオーツ時計をずっ
と使っていた。ところが５年前のある日、自宅近
くの書店で何気なく手にした雑誌に載っていた手
巻きの機械式時計に目が留まった。シンプルイズ
ビューティフルという言葉がそのまま当てはまる
ような時計であった。その時計の値段が充分に手
の届く範囲であったということもあり、程なくそ
の時計を手に入れた。そして、それ以来、機械式
時計に魅了されることとなった。
機械式時計の良いところを挙げてみると、�放

っておくと止まってしまうが、手で巻くなど、人
の手を必要とする分、愛着がわく。�正確さは、
クオーツ時計とは比べようもないが、手動で毎朝
時間を合わせるマニュアル感覚が良い。�デザイ

ンが個性的なものが多い。�時計の裏蓋がガラス
でシースルーバックになっているものは、内部の
精密機械が動く様子がみることができて楽しい、
などを挙げることができる。
一方で、機械式時計は、定期的にオーバーホー

ルをする必要があり費用は嵩む、重い、時間は１
日十数秒狂うので、合理的に考えると所有する理
由は希薄になるのだが、『ちっちっちっ』と柔らか
い音を刻みながら、歩を進める秒針を見ていると、
電子の時代に細いゼンマイの力だけを頼りに動い
ているその姿にはある種健気さを感じるとともに、
時間に追われる忙しい毎日、耳に当ててその音を
聞いていると、何か妙に落ち着いた気分にさせて
くれるので、私にとって貴重なものとなっている。

第一中央汽船株式会社 総務グループ
次長 裏 啓史

編集委員名簿
第一中央汽船 総務グループ次長 裏 啓史

飯 野 海 運 総務グループ 広報�IR 室 伊藤 夏彦

川崎近海汽船 総務部課長代理 酒矢 雅久

川 崎 汽 船 IR�広報グループ

情報広報チーム長 高山 敦

日 本 郵 船 調査グループ

グループ長代理兼調査チーム長 宮本 佳亮

商 船 三 井 広報室マネージャー 鹿野 謙二

三 光 汽 船 社長室専任室長 近 寿雄

三 洋 海 運 総務部副部長 荒井 正樹

新 和 海 運 総務グループ

総務�法規保険チームリーダー 吉川 誠

日本船主協会 常務理事兼総務部長 井上 晃

常務理事兼海務部長 半田 收

常務理事兼企画部長 園田 裕一

企画部政策担当部長 清野 鉄弥

海務部労政担当リーダー 吉田秀一郎

編 集 後 記
この原稿を書いている時点ではオリンピック開催

中です。金メダルを見事に獲得し、皆から絶賛され
る選手がある一方で、目標に及ばなかった選手もあ
ります。テレビを観ていて、泰国出身の妻が言うこ
とには「日本（人）はいいなぁ」でした。何のことか
と思いきや、目標に及ばなかった選手に対して温か
い視線であるとのこと。これが泰国であれば負けた
選手が帰国すると大変な目に遭うそうで「相手から
賄賂を貰ったな」などと根も葉もないことまで言わ
れるそうです。逆に考えるとそれだけ国民の期待を
一身に負っていたと言えますが、表象は違えども日
本も以前は同様でありました。しかし現在ではガラ
リと変っています。社会環境の変化でしょうか……。
ところで、環境の変化に応じて選手の考えも変っ

てきていると思いますが、だからといって以前に比
べてモチベーションが低いわけではなく、金メダル
を目指して日夜練習に励んでいます。でもそれは往
年とは違った価値観によるものなのかも知れません。
翻って次世代の人材確保が課題となっておりますが、
若い方々の価値観で海運のどんなところに魅力を感
じるか、ひょっとして、往年とは違った発想もある
のかな…と思ったりするのでした。 （た）
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